
令和７年度 青森県専門コース別研修（任意研修） 

【児童】実施要項 

 
１．目的 

相談支援専門員と児童発達管理責任者等が専門的な知識とスキルを獲得するために、共通して受講

できる専門コース別研修を企画する。 

本研修では、児童支援について他分野と異なる視点・技術が求められる場面が多いとされているこ

とを理解し、相談支援専門員と児童発達支援管理責任者等の連携強化、児童期の支援提供の基礎を学

ぶことを目的とします。 

 

２．実施主体 

青森県 

 

３. 実施事業者 

  一般社団法人 青森ソーシャルサポート 

 

４．協力 

  一般社団法人 青い森学館 

 

５．研修日程及び会場 

開催日：令和８年１月２２日（木）～１月２３日（金） 

会 場：青森県水産ビル（青森市安方 1 丁目 1 番 ３２号） 

 

６．定員 

８０名 

 
７．対象者 

青森県内の障害福祉サービス事業所に従事し、次の要件のいずれかに該当する者 

（１） 指定相談支援事業所において、相談支援専門員として相談支援事業に従事している者 

（２） 指定障害福祉サービス事業者においてサービス管理責任者として従事している者又は指定障

害児入所施設及び指定障害児通所支援事業者において児童発達支援管理責任者として従事

している者 

（３）市町村で障害者相談支援事業を担当する者等 

 

８．受講申込 
（１）一般社団法人青森ソーシャルサポートのホームページの入力フォームより提出してくださ

い。郵送・ＦＡＸでの受付はいたしませんので御注意ください。 

９．申し込締切日 
令和７年１２月５日（金） 

１０．受講者の決定 

受講申込者全員に受講の可否を通知します。（12月20日頃を予定） 

 
 



１１．修了証書 

研修全日程修了者に、修了証書を交付いたします。 

 

１２．受講料 

（１）受講料として５，０００円を徴収いたします。 
（２）受講決定者は、指定の銀行口座へお振り込みいただきます。 

※振込手数料については各自負担となります。 

※振込先口座は受講可否の案内時にお知らせいたします。 

 

１３．研修内容   

日 時 内  容 

１月２２日（木） 

医療的ケア児支援について 

児童期における相談支援の目指す方向性 

児童期における支援提供のポイント 

児童期における支援提供の基本姿勢 

児童期における発達支援 

事務連絡 

１月２３日（金） 

行政説明 

児童期における相談支援の初期的な対応（演習） 

児童期における支援提供プロセスと管理（演習） 

支援内容のチェックとマネジメントの実際 

閉講式・事務連絡 

 

１４．その他 

（１） この研修は青森県内の事業所を対象とした研修会です。他県からの申込はできません。 

（２） 定員を超過する申込みがあった場合は、受講申込書の同一事業所内での優先順位により 

調整する場合がございます。また、地域バランス等をふまえ、受講を決定いたします。 

（３） 会場の水産ビル駐車場の利用は出来ませんのでご了承ください。 

（４） ご記入いただいた個人情報は、本研修の運営管理の目的のみに使用します。また、委託者であ
る青森県から名簿等の求めがあった際には提出します。 

（５） 席の配慮やサポートが必要な方については、事務局までお申し出ください。 

受講決定者で配慮が必要な方については、後ほど個別に対応させていただきます。 

（お申し出に対して、十分に対応しきれない場合もあることを予め御了承ください） 

１５．新型コロナウイルス等感染症への対策 

  感染症への対策は開催時の状況に応じ、必要な対策を講じます。 

 

１６．問合せ先 
 一般社団法人青森ソーシャルサポート 事務局 

〒030-0843 青森市浜田２丁目９－８ e-mail：info@aomoriss.com 

mailto:info@aomoriss.com

